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令和４年６月 

東京都職員共済組合 管理部会計課 

  

掛金・負担金事務の手引き 

３歳未満養育特例部分抜粋版 
 

＊この資料は、本手引き P.186 以降に参考掲載されている、年金課所管「３歳に満たな

い子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例」（通称：３歳未満養育特例）の

部分のみ抜粋したものです。 
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３歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算

の特例  

 

※令和 3年 6月 1日から申出書の受付は、「年金課」となりました。 

年金課（TEL：03-5321-1111（内線）57-255 年金システム担当）にお問い合わせく

ださい。 

 

Ⅰ ３歳未満養育特例の概要 

 

 

３歳未満の子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であった者が、組合に申出

をしたときは、その標準報酬月額が養育することとなった日（子においては、当該子の生

年月日、養子においては養子縁組の成立した日及び別居していた子と同居することにな

った日）の属する月の前月（当該月において厚生年金被保険者（組合員）でない場合にあ

っては、当該月前１年以内における厚生年金被保険者（組合員）であった月のうち直近の

月。以下「基準月」という。）の標準報酬月額（基準月の標準報酬月額）を下回る場合に

は、基準月の標準報酬月額をその下回る月の標準報酬月額とみなして、平均標準報酬月額

を計算して長期給付（退職等年金給付及び厚生年金保険給付）が算定されます（以下「３

歳未満特例」といいます。）。 

本特例は、産前産後休業終了時改定や育児休業等終了時改定だけではなく、定時決定や

随時改定により基準月の標準報酬月額を下回る場合にも適用されます。 

なお、この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことに

より将来の厚生年金給付や退職等年金給付が低くなることを避けるための措置であるこ

とから、短期給付の算定基礎となる標準報酬の月額に対する適用はありません。 

また、過去に遡って３歳未満特例を受ける場合には、当該申出が行われた日の属する月

の前月までの過去２年間の標準報酬の月額に限り特例を受けることができます。 

（地方公務員等共済組合法第７９条、厚生年金保険法第２６条） 

 

 

Ⅱ ３歳未満特例の適用期間 

 

  ３歳未満特例の適用期間は、３歳に満たない子を養育することとなった日（当該子の 

出生日）の属する月から当該子を養育しないこととなった日（最長で該当する子が 

３歳に達する日。法律上は満３歳の誕生日の前日）の翌日の属する月の前月までです。 

（地方公務員等共済組合法第７９条第１項第１号） 
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ただし、掛金等の免除を受けている期間中（育児休業及び産前産後休業）は、３歳未 

満特例の適用を受けることはできません。 

（地方公務員等共済組合法第７９条第１項第５号及び第６号）。 

 

    

【例】掛金等免除を受けない場合の適用期間 

 子の出生日                ３月３１日 

 ３歳に達する日              満３歳となる年の３月３０日 

 ３歳に達する日の翌日の属する月      満３歳となる年の３月 

 ３歳未満養育特例の適用期間        出生した年の３月から 

満３歳となる年の２月まで 

 

 

Ⅲ 第１子の養育期間中に新たに第２子を養育することとなった場合 

 

  既に３歳未満養育特例を受けている者が、当該子以外の子について３歳未満養育特例 

を受ける場合（新たに出生した子に係る３歳未満養育特例を受ける場合等）は、当該子 

以外の子を養育することとなった日をもって当該子に係る３歳未満養育特例は終了し、 

新たに当該子以外の子に係る３歳未満養育特例の適用を受けることになります。 

（地方公務員等共済組合法第７９条第１項第３号） 

 

 

Ⅳ 従前標準報酬月額の基準月 

 

  従前標準報酬月額の基準月は、対象となる子を養育することとなった日の属する月の 

前月となります。 

  ただし、３歳未満養育特例を受けようとする者が、当該月において組合員でない場合 

は、当該月前一年以内における組合員であった月のうち直近の月における標準報酬月額 

を従前標準報酬月額とします。 

（地方公務員等共済組合法第７９条） 

 

【留意点】 

① 「子」とは 

  組合員と法律上の親子関係がある子（養子を含む。）をいいます。 

  また、平成２９年１月１日以後は、次に該当する者も含みます。 

  ・民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該  

職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に
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請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって当該職員が現に監護する者。 

      ・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第１項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該

職員が養子縁組によって養親となることを希望している者。 

     ・これらに準ずる者として条例で定める者 

 

②「子を養育することとなった日」とは 

・子が出生した日 

・子と養子縁組をした日 

 ・別居していた子と同居することになった日 

 

  ③「養育」とは 

「養育」とは、「同居し監護する」との意であるため、「監護」とは、民法第８２０条

に規定する「監護」と同義です。 

病気、旅行により短期間同居に欠けていても「養育している」ことに変わりないが、 

転勤等の事情で１年程度以上の期間同居しない状態が続くときは「子を養育している」

に該当しないため、「同居」していることが必要です。 

 

④ 特例を受けることができる期間は、「子を養育することとなった日」もしくは「総  

 務省令で定める事実が生じた日（下記・「子を養育することとなった日以外の特例の開

始事由」）の属する月から、厚生年金保険法第１項各号及び地方公務員等共済組合法第

７９条第１項各号のいずれかに該当するに至った日（下記・「子を養育しないこととな

ったとき」）の翌日の属する月の前月までとなります。 

 

○「子を養育することとなった日以外の特例の開始事由」 

基準月は「子を養育することとなった日」の属する月の前月となります。 

・３歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと 

・育児休業等の期間中の掛金の特例の適用（掛金免除）を受ける育児休業等を終

了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと（当該育児休業等を終了し

た日の翌日が属する月に産前産後休業を開始している場合を除く。） 

・産前産後休業期間中の掛金の特例の適用（掛金免除）を受ける産前産後休業を

終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと（当該産前休業等を終了

した日の翌日が属する月に育児休業を開始している場合を除く。） 

・当該子以外の子に係る３歳未満養育特例を受ける期間の最後の月の翌月の初

日が到来したこと 
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○「子を養育しないこととなったとき」 

・当該子が３歳に達したとき 

  （３歳に達した日の翌日が属する月の前月までが特例の対象期間となります。） 

・当該組合員若しくは当該組合員であった者が死亡したとき、又は当該組合員が

退職したとき 

・当該子以外の子について養育することとなったとき 

        ・当該子を養育しないこととなったとき 

     （当該子が死亡したとき、転勤等の事情により１年程度以上の期間同居しなく

なったとき等） 

・当該組合員が育児休業等を開始したとき 

・当該組合員が産前産後休業を開始したとき 

 （育児休業、産前産後休業期間中の掛金免除を受けている間は特例の対象とは 

なりません。） 

 

⑤ この特例を受けるためには、前記留意点④の特例を受けることができる期間の 

開始のとき、所属長の証明を受け、本人から「３歳未満の子を養育する旨の申出書」

の提出が必要になります。 

特例を受けることができる期間の開始日は、当該子の場合、子の生年月日になり 

ますが、掛金等が免除される産前産後休業中や育児休業中は、特例の対象外となりま

すので、育児休業等が終了して職場復帰後、特例の要件に該当したときに提出してく

ださい。 

 

⑥ 「３歳未満の子を養育する旨の申出書」により申出をした組合員が、３歳未満の    

 子を養育しないこととなったときは、「３歳未満の子を養育しない旨の届出書」を所   

 属長の証明を受け、共済組合に提出します。 

 

⑦ 当該子を養育することとなった日の属する月の前月（基準月）において、当該子以

外の子に係る基準月の標準報酬の月額が特例による標準報酬の月額とみなされてい

る場合は、当該みなされている標準報酬の月額が当該子に係る基準月の標準報酬の

月額となります。 

 

【例】男性組合員が３歳未満養育特例の申出をしており、第１子の特例期間中に第２ 

子が生まれた場合、第１子に係る特例期間は終了することになりますが、第１子

に係る基準月の標準報酬が第２子に係る基準月の標準報酬を上回っているとき

は、第１子に係る基準月の標準報酬を第２子に係る基準月の標準報酬とみなしま

す。 

なお、第１子以外の子を養育することとなった日において、第１子が３歳に達 
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している場合は上記の取り扱いには該当しません。 

 

⑧ ３歳未満養育特例の適用を受けている間に産前産後休業が開始した場合は、当該 

特例が終了しますが、産前産後休業の開始による特例の終了がなかったとしたなら

ば、当該産前産後休業に係る子以外の子（終了した特例の適用に係る子）に係る基準

月の標準報酬の月額が当該産前産後休業に係る子に係る基準月の標準報酬の月額と

みなされる場合は、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額が、当該産前

産後休業に係る子に係る基準月の標準報酬の月額となります。 

 

【例】第１子に係る基準月の標準報酬の等級が、第２０級である場合、第２子に係る

産前産後休業を開始したことにより、第１子に係る特例が終了することになりま

す。第２子の基準月の標準報酬の等級が、第１子の養育のために育児短時間勤務

の勤務形態であることから第１７級であった場合は、第１子に係る基準月のみな

された標準報酬の等級（第２０級）が第２子に係る基準月の標準報酬の等級にな

ります。 

第２子の基準月の標準報酬月額が第１子の基準月の標準報酬月額以上である 

場合、第２子においては第２子の基準月の標準報酬月額となります。 

 

⑨ 第１子の育児休業が終了する前に第２子が生まれたため、第１子の養 育特例の申

出をする機会がなかった場合、第１子の養育することとなったときの報酬を第２子

に引き継ぎ、保障することができます。 
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Ⅴ ３歳未満特例を適用するための手続き 

 

１ ３歳未満の子を養育する旨の申出書の提出 

 

適用を受けるためには、「３歳未満の子を養育する旨の申出書」に所属長の証明を

受けて提出することが必要です。 

  （地方公務員等共済組合法施行規程第１３１条第１項、第２項） 

 

（１）申出書の提出時期 

 

申出書は、適用の対象期間内で、特例を受けることができる期間の開始のときに提

出してください。（前記留意点③） 

 

（２）添付書類 

    

   ・当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係が分かる区市町村長による証 

明書又は戸籍謄（抄）本の原本  

・当該子を養育（同居）することになった年月日を証する書類（住民票）の原本 

（添付書類は、提出日から溯って９０日以内に発行されたものとします。） 
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 【留意点】 

産前産後休業や育児休業を終了した後、「養育する旨の申出書」を提出し３歳未満

特例が適用中に、育児休業を取得することになった場合は、下記「２⑤」により「養

育しない旨の届出書」を提出します。そして、その育児休業から復帰した際、子が

３歳未満である場合は、当該子が同一の子であっても、再度「養育する旨の申出書」

を提出する必要があります。 

  

 【参考】「３歳未満の子を養育する旨の申出書」に記載する日 

   

 

２ ３歳未満の子を養育しない旨の申出書の提出 

    

養育していた子を養育しないこととなったとき（※）は、「３歳未満の子を養育しな

い旨の申出書」の提出が必要です。（ただし、①及び②のときは提出不要です。） 

  （地方公務員等共済組合法施行規程第１３１条第３項） 

 

※ 子を養育しないこととなったときとは、次のとおりです。 

① 当該子が３歳に達したとき 

 （３歳に達した日の翌日が属する月の前月までが特例の対象期間となります。） 

② 当該組合員若しくは当該組合員であった者が死亡したとき、又は当該組合員が

退職したとき 

③ 当該子以外の子について養育することとなったとき 

養育することとなった日 養育の特例を開始した日

出生
（男性組合員のみ）

子の生年月日

別の子が特例の対象となってい
た場合で、新たに対象となる子が
出生
（男性組合員のみ）

子の生年月日

産前産後休業（掛金免）の終了
（女性組合員のみ）

産前産後休業が終了した日の翌月

育児休業等の終了 育児休業等が終了した日の翌月

養子縁組 養子縁組を行った日

別の子が特例の対象期間中に新
たに養子縁組

当該子以外の子に係る対象期間の最
後の月の翌月の初日

養子縁組後に育児休業等を取
得、当該育児休業等の終了

育児休業等が終了した日の翌月

出生時に別居していた子と同居
開始

同居を開始した日 同居を開始した日

特例適用後に別居していた子と
同居を再開

同居を再開した日 同居を再開した日

組合員資格を取得した日

申出の２年前の日

組合員の資格取得

対象期間の始期から２年以上経過して
申出

事例

実
子

子の生年月日

養
子

養子縁組を行った日

同
居

子の生年月日
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④ 当該子を養育しないこととなったとき 

    （当該子が死亡したとき、転勤等の事情により１年程度以上の期間同居しなくな 

ったとき等） 

⑤ 当該組合員が育児休業等を開始したとき 

⑥ 当該組合員が産前産後休業を開始したとき 

 （育児休業、産前産後休業期間中の掛金免除を受けている間は特例の対象とは 

なりません。） 

 

「３歳未満の子を養育しない旨の届出書」について添付書類は不要です。 

 

 申出書の様式及び記入方法は、共済組合ホームページ（組合員ページ）の各種様式「ｒ．

掛金・負担金」にアップロードしています。 

 

３ 基準月が他の実施機関にある場合 

 

「子を養育することとなった日（子の出生日）において、他の実施機関に係る被保険

者等（※）であった場合は、当共済組合の組合員となっても３歳未満養育特例が適用さ

れます（ただし、第１号及び第４号被保険者であった場合は、「子を養育することとな

った日」が一元化施行後でなくてはなりません。（「養育することとなった日」が一元化

施行前であり、基準月において第２号若しくは第３号被保険者ではない場合は、３歳未

満特例は適用されません。））。 

その場合の「従前標準報酬月額」（基準月における標準報酬月額）は、当該他の実施

機関における「従前標準報酬月額」となります。（※２） 

ただし、基準月において、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員でな

かった者については、退職等年金給付に係る特例の適用はありません。 

 

（※）他の実施機関に係る被保険者等 

 厚生年金保険の被保険者で、当共済組合の組合員以外の者をいいます。 

・第１号厚生年金被保険者（民間会社等で勤務する者） 

    ・第２号厚生年金被保険者（国家公務員共済組合の組合員） 

    ・第３号厚生年金被保険者（地方公務員共済組合の組合員） 

    ・第４号厚生年金被保険者（私立学校教職員共済の加入者） 

 

（※２）・他の実施機関における「従前標準報酬月額」が「当該子以外の子に係る従前

標準報酬」とみなされているときは、当共済組合における「従前標準報酬月

額」についても「当該子以外の子に係る従前標準報酬月額」となります。 

・先発の実施機関において３歳未満養育特例の申出を行わなかった場合で、後発
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の実施機関において３歳未満養育特例の申出を行ったときは、先発の実施機

関の基準月における標準報酬月額を「従前標準報酬月額」として３歳未満特例

の適用を受けることができます。 

・基準月の加入状況によっては、厚生年金保険と退職等年金給付の「従前標準報

酬月額」が異なる場合があります。     

 

 （１）「３歳未満の子を養育する旨の申出書」の提出について 

     

他の実施機関において、既に提出している場合であっても、「東京都職員共済組合 

理事長」あての申出書の提出が必要です。 

    当共済組合への提出時においての「親子関係」、「同居関係」の確認が必要となり 

ますので、それらが分かる住民票等の添付が必要です。 

    なお、その他、都共済における特例に係る標準報酬情報が必要な場合は、当該実 

施機関との間で情報交換を行います。 

 

【参考】 

 

●特例対象期間・基準月・従前標準報酬月額の関係例 

 

  ・「養育特例を開始した日」が、子が出生した日である場合 

  

 

 

・「養育の特例を開始した日」が育児休業から復帰した日である場合 
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・第１子の対象期間に第２子の養育を開始した場合 

 

※ 第２子の基準月において、第１子の従前標準報酬の月額とみなされていない場合（図では、 

A年３月≦A+２年８月のとき）は、当該月の標準報酬（A+２年８月の標準報酬）が第２子 

の従前標準報酬の月額となる。 

 

・対象期間に産前産後休業を開始した場合 

 

 

※ 第２子の基準月において、当該月の標準報酬が第１子の従前標準報酬の月額以上である場 

  合（図では、A年７月≦A+２年８月のとき）は、当該月の標準報酬（A+２年８月）が第２ 

子の従前標準報酬の月額となる。 
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  ・第１子の育児休業中に、第２子に係る産前産後休業を開始した場合 

    

●他の実施機関の被保険者期間に基準月がある事例 

※ 以下の事例は、出生により子を養育することとなった場合の例です。 

 

① 厚生年金、退職等年金給付ともに特例を適用 
 

 

 

 

 

 

 

 

基準月において地方公務員共済組合（地方職員共済組合）の組合員であるた

め、厚生年金、退職等年金給付ともに特例は適用されます。 

 

② 厚生年金のみ特例を適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準月において厚生年金保険の被保険者であるため、厚生年金については、

特例が適用されます。 

一方、基準月に地方公務員共済組合又は国家公務員共済組合の組合員では

ないため、退職等年金給付については特例が適用されません。 
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③ 厚生年金、退職等年金給付ともに特例の適用なし。 

 

 

 

 

基準月において国民年金に加入しているため、厚生年金、退職等年金給付と

もに特例が適用されません。 

 

④ 厚生年金と退職等年金給付の従前標準報酬の月額が異なる場合 

 

 

 

 

 

 

基準月①において厚生年金保険の被保険者であるため、厚生年金について

は基準月①の標準報酬の月額が従前標準報酬の月額となります。 

一方、退職等年金給付については、基準月①時点では組合員ではないが、当

該月前１年以内において組合員であるため、基準月②における標準報酬の月

額が従前標準報酬の月額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 
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●届出書等の提出時期 

「３歳未満の子を養育する旨の申出書」の提出は、適用の「対象期間」内で、実際に適 

用されるとき（基準月の標準報酬月額を下回ったとき）に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    


